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★お問合せ先 

                         市川市  

                          街づくり部 建築指導課 

                         電話 ０４７－７１２－６３３７                                                                                    

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   ★１ 『市川市耐震診断助成制度』の概要 
       この制度は、市民の皆さんが所有し、かつ居住する木造戸建住宅（下記の補助対象建築 

物）について、原則として市に登録した木造住宅耐震診断士による耐震診断を実施した場 
合に、診断費用の一部を市が助成することにより耐震改修の促進を図り、もって、安全で 
災害に強いまちづくりの実現に寄与することを目的としています。 
 
申請受付期間 ： １２月１７日まで 

ただし、申請総額が予算枠を超えた時点で受付終了となることがあります。 
 
なお、耐震診断に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意下さい。 
(交付決定後に契約し、診断に着手して下さい。事前に契約した場合は、補助できません。) 

 
 

★２ 補助対象建築物となる木造住宅 
 
次のすべてに該当するもの 
 
 ア 市内に現に存する建築物であること。 
 
イ 人の居住の用に供する建築物であること。 
 
ウ 主要構造部（柱、床、梁等）が木材であること。 
 
エ 在来工法（土台、柱、梁等を用いて組み立てられる工法をいう。）により建築された

ものであること。（枠組壁工法、丸太組及びスキップフロアーのあるものは除く。） 
 
オ 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物であること。 
 
カ 一戸建ての建築物又は併用住宅（当該併用住宅の延べ面積に対し、居住の用に供す

る部分の延べ床面積の占める割合が２分の１を超えるものに限る。）であること。 
 
キ 他の者に賃貸しているものでないこと。 
 
ク 地上階数が２以下であること。 
 
ケ 過去に当該補助を受けた建築物でないこと。 
 
コ 「誰でもできるわが家の耐震診断（パンフレット）」（国土交通省住宅局監修及び一

般財団法人日本建築防災協会編集）による評点の合計が９点以下であること。 
 

 
 

 
★３ 木造住宅耐震診断士 

      補助金交付の対象となる耐震診断は、原則として市に登録した木造住宅耐震診断士が実 
施するものに限ります。木造住宅耐震診断士は、皆さん（市民）が「木造住宅耐震診断士 
名簿」より選定します。この名簿は市役所建築指導課の窓口やホームページでご覧いただ 
けます。 
 

      



 
 
★４ 耐震診断の内容 

      木造住宅耐震診断士が『木造住宅の耐震診断と補強方法』(国土交通省住宅局建築指導課 
が監修し、一般財団法人日本建築防災協会が発行した図書をいう。）により行う精密診断です。 

 
 

★５ 補助金の額 
 
 耐震診断に要する費用のうち、木造住宅耐震診断士に支払った額に３分の２を乗じて得た額

（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする）。 
ただし、８０，０００円を限度とする。 
 

    
 

★６ 手続きの流れ 
     次ページの「手続きの流れ」をご覧下さい。なお、詳しい内容は市役所建築指導課へお問 
    合せ下さい。 
                   

 
★７ お問い合わせ先 

市川市 街づくり部 建築指導課   

場 所 市川市第２庁舎 ２階 

    〒２７２－００２３ 市川市南八幡２－２０―２ 

電 話 ０４７－７１２－６３３７ 

      この制度の詳しい内容は、市建築指導課のホームページでご覧いただけますのでご活用 
下さい。 
 
ホームページ http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit06/ 
ホーム > 暮らしの情報 > 住宅 > 補助・助成 > 建築物の耐震診断・改修工事の助成に関して 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                  
 
      
 

 
 

  
              
  

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
                                   
                                   
 
 
 
                             

                                

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
                                

 
 

  
 
  
 
 

● 手続きの流れ（木造住宅） ● 

 

市へ『補助金交付申請書』を提出します 

市から『補助金交付決定通知書』が郵送されます 

『 精 密 診 断 』の実施 

耐震診断士に全額を支払います 

対象建築物か ★２のア～コ  

補 助 金 対 象 外 

相   談 

耐震診断士を選びます 

・・・・・ 建築指導課 窓口・電話相談 
無料耐震相談会 

建築指導課窓口等で、 
耐震診断士登録名簿閲覧 
 

市へ『実績報告書』を提出します 
 

NO 

診断に係る費用の見積もりをとってください 

耐震診断士と契約をしてください 

耐震診断士に補助金を差し引いた金額を支払い 
+代理受領の補助金請求の委任状を手交してください 

耐震診断士が市へ『補助金交付請求書』と

『委任状』を提出します 

補 助 金 交 付 

市から『補助金額確定通知書』が郵送されます 
確定通知番号を耐震診断士に通知してください 

添付書類 ※[ ]内は入手先 

・住民票の写し[市民課] 

・当該住宅の所有者が分かるもの 

→登記事項証明書[法務局] 

→固定資産税納税通知書[ご自身等] 

・当該住宅の建築年月日が分かるもの 

 →登記事項証明書[法務局] 

→建築確認通知書[ご自身] 

→建築確認済証明書[建築指導課等] 

・耐震診断に要する費用の見積書又はその写し 

 [耐震診断士] 

・『誰でもできるわが家の耐震診断』表の写し 

 [建築指導課] 

・その他市長が必要と認めた書類等 

又は 

又は 

又は 

添付書類 

・耐震診断の結果報告書／契約書の写し／耐震診

断に要する費用の領収書の写し／その他市長が必

要と認める書類 

添付書類 

・耐震診断の結果報告書／契約書の写し／請求書

の写し／補助金額を差し引いた額の領収書の写し 

／その他市長が必要と認める書類 

【代理受領制度利用】 
代理受領制度とは、申請者の

初期費用負担を軽減する制度 

市へ『補助金交付請求書』を提出します 

補 助 金 交 付 

市から『補助金額確定通知書』が郵送されます 

60 日以内 

受付・審査 
交付の決定 

補助金の不交付 
 

NO 


